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仕事 と生活の調和の実現に向けた取組の推進 について

仕事 と生活の調和の実現に向けた取組の推進については､平成19年 12月18日

に ｢仕事 と生活の調和 (ワー ク ･ライ フ ･バ ランス)憲章｣ (以下 ｢憲章｣ と

い う｡)及び ｢仕事 と生活 の調和推進 のための行動指針｣(以下 ｢行動指針｣

とい う｡)が策定 された ことを受 け､同 日付 け厚生労働省発政第1218001号 ｢仕

事 と生活の調和の実現に向けた取組の推進 について｣によ り､厚生労働事務次

官か ら貴職 あて､その趣 旨等について通知 された ところである｡また､同 日､

｢『子 どもと家族を応援す る 日本』重点戦略｣ が取 りま とめ られた ことを受 け､



平成20年1月22日付 け府政共生第48号､総行 自第3号､雇児発第0122001号 ｢総

合的な少子化対策の推進 について｣によ り､各都道府県知事 あてに内閣府政策

統括官､総務省大臣官房総括審議官及び厚生労働省雇用均等 ･児童家庭局長の

連名通知が発出 された ところである｡

従前 よ り､仕事 と生活の調和の実現に向けて､就業率の向上､仕事 と家庭の

両立を図るための環境の整備､労働時間等の設定改善に関す る施策等について､

総務部､労働基準部､職業安定部及び雇用均等室の連携 ･調整の下に､都道府

県､労使団体をは じめ とす る関係機関 と協力 しつつ､労働局全体 として積極的

に取 り組んでいただいているところであるが､今後は､特に下記の事項 に十分

留意の上､仕事 と生活の調和の実現に向けた取組 を促進 ･支援す るための施策

をよ り一層積極的に推進 されたUo

記

1 ｢仕事 と生活の調和推進会議｣ の開催

平成20年度政府予算案 (厚生労働省)においては､地域 における仕事 と生

活 の調和の実現に向けた取組 を推進す るため､労使､地方公共団体､学識経

験者等の参集 による ｢仕事 と生活の調和推進会議｣ (以下 ｢推進会議 ｣ とい

う｡) を都道府県 ごとに設置 し､地域の特徴 を踏まえた働 き方 の見直 しや仕

事 と家庭の両立支援等に関す る提言の策定 ･公表及び先進的な取組 を行 う企

業の好事例の収集 ･情報提供等 を行 うこととしている｡ 推進会議 は､行動指

針 において国の取組 として示 されている､､ ｢全国や地域での国民の理解や政

労使の合意形成 を促進す る｣ための地方の取組 として非常に重要であるため､

その運営に積極的に取 り組み､地域における仕事 と生活の調和 に向けた社会

的気運の醸成 を図 られたい｡

なお､推進会議 の開催に当たっては､会議 の内容が働 き方の見直 し以外の

分野にも密接 に関係す るものであることにかんがみ､その実施に当たっては､

労働局内の関係部署において積極的に協力 ･連携 を図 り､局全体で､各都道

府県ごとの実情に応 じた効果的な体制の整備 に努め られたい｡

2 地方公共団体 との連携

(1) 推進会議開催に当たっての連携

地方公共団体にお ける少子化対策が､｢就労 と結婚 ･出産 ･子育ての二

者択一構造｣の解消のために､｢働 き方の改革による仕事 と生活の調和の

実現｣ と ｢包括的な次世代育成支援 の枠組みの構 築｣ を ｢車の両輪｣ と



して取 り組む こととしていることにかんがみ､推進会議 の運営に当たっ

ては､都道府 県等 の意 向 も踏 まえた もの となるよ う､密接 な連携 を図 ら

れたい｡

(2) 少子化対策推進本部 との連携

前掲通知 ｢総合的な少子化対策の推進 について｣においては､各地方

公共団体に対 し､その実情に応 じて､関係部局か ら構成す る少子化対策

推進本部 を設置す るな どして少子化対策 を推進す るための庁内体制 を整

備す ることを求 めてい る｡ また､仕事 と生活の調和の実現のための働 き

方の改革をは じめ､少子化対策は､それぞれの地域の企業､労働者団体､

次世代育成支援対策推進セ ンター､保健 ･医療 ･福祉 関係者 ､教育関係

者 ､都道府県労働局､子育て支援活動 を行 うNPO等が相互に密接 に連携､

協力 し合 いなが ら､地域 の実情 に応 じた取組を進 めてい く必要があるこ

とか ら､次世代育成支援対策地域協議会 を活用す るな どに よ り､恒常的

な意見交換 を行 い､協働 して､仕事 と生活 の調和の実現 のための働 き方

の改革や子育て支援 な どを推進す るための協議 の場 を設 けることを求め

ている｡

このため､各労働 局 においては､ この よ うな地域 にお ける次世代育成

支援対策地域協議会 な どの少子化対策 に関す る協議 の場 が設置 され る場

合 には､これ に積極的 に参画す る とともに､地方公共団体等 と連携 ･協

力 を図 り､地域 にお ける仕事 と生活の調和の実現 に向けた取組 を推進 さ

れたい｡

3 仕事 と生活の調和の実現に向けた取組の推進

(1) 労働時間等見直 しガイ ドライ ン (労働時間等設定改善指針)の改正等

労働時間等の設定の改善に関す る特別措置法 (平成4年法律第90号)第

4条第1項に基づ く､労働時間等の設定の改善に適切 に対処す るため必要

な事項 を定める労働 時間等設定改善指針 (通称 :労働時間等見直 しガイ

ドライ ン)については､憲章及び行動指針の趣 旨を盛 り込むべ く改正 し､

平成20年4月1日か ら適用 され るところである｡

このため､改正後 の労働時間等見直 しガイ ドライ ンについて､改めて

集団指導､説明会な どあ らゆる機会 を通 じて周知啓発等 を図 られたい｡

また､時間外限度基準 を含 めた労働 時間関連法令の遵守の徹底等 につ

いて引き続 き取 り組 まれたい｡

(2) 労働時間等設定改善関係事業等の実施

労働時間等設定改善援助事業及び労働 時間等設定改善推進助成金 に加



えて､平成20年度か ら新 たに創設す る ｢職場意識 改善助成金 ｣ に係 る業

務 の適切 な実施 を通 じて､仕事 と生活の調和の筆硯のための企業の取組

の推進 をよ り一層図 られたい.

(3) 企業における仕事 と家庭の両立支援の取組の推進

仕事 と生活 の調和 の実現 に向けた取組 を推進す るに当た.り､育児 ･介

護期の仕事 と家庭の両立支援 は､特に重要な課琴 となるO

このため､次世代育成支援対策推進法 (平成15年法律第1写0号) に基づ

く一般事業主行動計画 は､企業 における次世代育成支援対策の推進 とい

う観点か らも重要であ り､行動計画の策定 ･届出の促進 ､藤定マーク (く

るみん)の周知 ･啓発等 につ いて､地方公共団体や次世代育成支援対策

推進セ ンター と情報共有 を図 りつつ連携 ･協力 し､企業 における次世代

育成支援の取組の推進 を図 られたい｡

また､育児休業 ､介護休業等育児又 は家族介護 を行 う労働者 の福祉 に

関す る法律 (平成3年法律第76号)に基づ く育児休業､介護休業及び勤務

時間短縮等 の措置等 の一層の普及 ･定着 の推進や ､事業主に対す る指導

等についても､引き続 き積極的に取 り組まれたい｡

(4) 短時間正社員制度導入の促進

少子高齢化 が進展 し､働 き方 に対す る価値観 が多様化す る中で､多様

な働 き方が選択 できる環境 を整備す ることは､仕事 と生活 の調和 の観 点

か ら重要な課題である｡

中で も､正社員 であ りなが ら所定労働 時間がフル タイ ム正社員 よ り短

い短時間正社員制度 につ いては､育児 ･介護や地域活動 な ど個 々人のラ

イ フスタイルや ライ フステー ジに応 じた多様 な働 き方 を実現 させ るもの

として期待 され てい ることか ら､制度導入 の手順等 をま とめた ｢制度導

入マニュアル｣を事業主等-提供す るとともに､制度導入 に取 り組む事

業主及び事業主団体 を支援す るため､短時間労働援助セ ンターが支給す

る短時間労働者均衡待遇推進等助成金 について も､事業主等 に積極的に

情報提供す ることに よ り､制度 の一層 の導入促進 のための取組 を固 られ

たい｡

4 その他

1か ら3までに掲げるそれぞれの取組 を具体化す るための留意事項につい

ては､必要に応 じて別途通知す る｡


